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令和７年１月 26 日          山形県知事選挙選挙録 

執 行                                    山形県知事選挙選挙会 

1 選挙会開設場所 山形県庁（1002会議室） 

2 選挙立会人 党   派 氏  名 参会又は選任時刻 辞職の時刻及び事由 

(1) 届出による者 

無所属 設樂 正 午前１１時００分   

     

     

     

(2) 選挙長の選任した 

  者 

無所属 設樂 衛 午前１１時００分  

無所属 芳賀 志乃 午前１１時００分 
   

3 選挙会開閉時刻 令和７年１月29日午前１１時００分開会  令和７年1月29日午前１１時１６分閉会 

4 選挙の結果  

(1) 投票の内訳 投票総数      343,097 票 有効投票    336,158 票 
無効投票          6,939 票 

無効投票率          2.02 ％ 

(2) 当選人及びその他 

の候補者の得票総数 
氏  名 性別 党  派 得票総数 

年

齢 
職  業 

供 託 物 

没収関係 

当 選 人 吉 村 美栄子 女 無所属 318,364 73 山形県知事  

 金 山  屯 男 無所属 17,794 84 自営業 没収 

        

(3) 法定得票数及び没

収点 

(1) 公職選挙法第95条に規定する得票数        84,039.500 票 

(2) 公職選挙法第93条に規定する得票数        33,615.800 票 

5 当選人となるべき候 

補者で当選人の決定を 

受けなかったもの 

氏   名 事      由 

  

6 選挙会事務従事者 

１ 県選挙管理委員会書記      ６人 

総 数   ６人 内     ２ 県の職員             人 

３ その他の者            人 

令和７年１月29日調製 

 

                       選挙長（職）  粕谷 真生 

 

我々は、この選挙録の記載が真正であることを確認して、署名する。 

 

選挙立会人  設樂 正         選挙立会人  設樂 衛 

 

 

選挙立会人  芳賀 志乃 

１ 山形県知事選挙選挙録 
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  ２
 

事
務
取

扱
日
程
【

山
形

県
知

事
選
挙
】

 

１
  

「
法
」
：
公

職
選
挙

法
、
「

令
」
：
公

職
選

挙
法

施
行
令

、「
則

」
：

公
職

選
挙

法
施

行
規

則
、
「

県
運

規
」
：

山
形

県
公

職
選

挙
運

動
規
程

、「
県

事
規

」：
山
形

県
公

職
選

挙
事
務

取
扱
規

程
 

 
 
 

「
放
送

規
程
」
：
政

見
放
送

及
び
経

歴
放

送
実

施
規
程

、「
放

取
規

程
」
：
政

見
放

送
お

よ
び
経

歴
放

送
取

扱
規

程
 

２
  

「
●
」
：
会

議
、
「

■
」
：
委

員
会
告

示
、
「

□
」
：

選
挙

長
又
は

選
挙
分

会
長

告
示

 

月
 
日
 

曜
日
 

投
票

日

起
 

算
 

告
示

日

起
 
 
算

 
県

 
の

 
日

 程
 

市
 
町

 
村

 の
 
日

 程
 

 
8.
 
1
3 

火
 

1
66
 

1
49
 

≪
個

人
の
政

治
活
動

用
ポ
ス

タ
ー
掲

示
禁

止
強

化
（

法
14

3⑯
⑲

）
≫
 

 

1
0．

1
6 

水
 

1
02
 

8
5 

●
選

挙
管
理

委
員
会

（
委
員

室
／

14
：
0
0
）
 

１
 

選
挙

期
日

等
の
決

定
（
法

3
3
①

）
 

２
 

政
見

放
送

を
行

う
基

幹
放

送
事

業
者

及
び

回
数

の
決

定
（

放
送

規
程

２
⑦

）
 

 

 
 

 
 

・
選

挙
期
日

等
の
通

知
（
総

務
省
、

各
都

道
府

県
選

管
、
各

市
町

村
選

管
、

各
地

方
事

務
局

あ
て

）
 

 

1
0．

3
1 

木
 

8
7
 

7
0 

・
放

送
事
業

者
へ
の

通
知
 

 

1
1．

 
1 

金
 

8
6
 

6
9 

・
ポ

ス
タ
ー

掲
示
場

総
数
の

減
少
予

定
数

の
照

会
（

法
14
4
の

２
②

た
だ
し

書
）

 

・
繰

上
投
票

を
行
う

投
票
区

及
び
投

票
期

日
の

内
申

の
照
会

（
法

56
）
 

・
（

共
通

）
投
票

所
開
閉

時
刻
の

繰
上
げ

繰
下

げ
予

定
の

照
会

（
法

4
0①

た
だ
し

書
）
 

 

1
1．

 
8 

金
 

7
9
 

6
2 

●
選

挙
管
理

委
員
会

（
委
員

室
／

13
：
0
0
）
 

１
 

投
票

用
紙

の
仕

様
に

つ
い

て
 

２
 

選
挙

公
報

の
体

裁
の

決
定

（
県

運
規

6
0
①

）
 

３
 

選
挙

人
名

簿
登

録
の

基
準

日
及

び
登

録
日

の
決

定
（

法
2
2
③

）
 

４
 

臨
時
啓

発
推
進

要
綱
の

決
定

 

・
選

挙
人

名
簿

登
録

の
基

準
日

及
び

登
録

日
を

市
町

村
選

管
に

通
知

 

 

1
1．

1
5 

金
 

7
2
 

5
5 

■
選

挙
人

名
簿

登
録

の
基

準
日

の
告

示
（

令
1
4
②

）
 

 

 
 

 
 

■
政

見
放
送

を
行
う

こ
と
が

で
き
る

基
幹

放
送

事
業

者
及
び

放
送
回

数
（
放

送
規

程
２

⑦
）
 

 

 
 

 
 

・
ポ

ス
タ

ー
掲

示
場

総
数

の
減

少
協

議
の

受
理

（
法

1
4
4
の

２
②

た
だ

し
書

）
 

 ・
（

共
通

）
投
票

所
開
閉

時
刻
の

繰
上
げ

繰
下

げ
予

定
の

回
答

受
理

（
法

4
0
①
た

だ
し

書
）
 

※
市

町
村
 

⇒
 
県

事
務
局

 
 

≪
寄

附
等

の
禁

止
期

間
開

始
（

～
1
/
2
6
（

日
）

ま
で

）
（

法
1
9
9
の

２
①

､
1
9
9
の

５
③

）
≫

 

・
ポ

ス
タ

ー
掲

示
場

総
数

の
減

少
予

定
数

の
回

答
期

限
（

法
1
4
4
の

２
②

た
だ

し
書

）
 
 

・
繰

上
投

票
を

行
う

投
票

区
及

び
投

票
期

日
の

内
申

期
限

（
法

5
6
）

 

・
（

共
通

）
投
票

所
開

閉
時

刻
の

繰
上
げ

繰
下

げ
予

定
の
回

答
期
限

（
法

4
0
①

た
だ

し
書
）
 

※
市

町
村

 
⇒

 
県

事
務

局
 

1
1．

1
8 

月
 

6
9
 

5
2 

●
政

見
放

送
及

び
経

歴
放

送
実

施
局

打
合

せ
（

委
員

室
／

1
1
：

0
0
）

 
 

1
1．

2
1 

木
 

6
6
 

4
9 

●
県

明
る

い
選

挙
推

進
協

議
会

総
会

（
書

面
開

催
）

 

●
選

挙
管

理
委

員
会

（
委

員
室

／
1
3
：

3
0
）

 

１
 

選
挙

長
及

び
同

職
務

代
理

者
の

選
任

（
法

7
5
③

、
令

8
0
①

）
 

２
 

ポ
ス
タ

ー
掲
示

場
の
総

数
の
減

少
協

議
に

対
す

る
同
意

（
法

14
4
の

２
②
た

だ
し

書
）
 

３
 
ポ

ス
タ

ー
掲

示
場

の
区

画
数

の
決

定
（

県
運

規
1
5
）

 

４
 

選
挙

会
の

場
所

及
び

日
時

の
決

定
（

法
7
7
①

）
 

・
ポ

ス
タ

ー
掲

示
場

総
数

の
減

少
同

意
書

を
市

町
村

選
管

に
通

知
（

法
1
4
4
の

２
②

た
だ

し
書

）
 

・
ポ

ス
タ

ー
掲

示
場

の
区

画
数

を
市

町
村

選
管

に
通

知
（

県
運

規
1
5
）

 

      ・
ポ

ス
タ
ー

掲
示
場

の
総
数

の
減
少

協
議

に
対

す
る

同
意
通

知
の
受

領
 

 

1
1.
 
2
7 

水
 

6
0
 

4
3 

●
市

町
村
選

挙
管
理

委
員
会

書
記
長

会
議

（
オ

ン
ラ

イ
ン
／

1
3
：

30
）
 

●
県

警
本

部
と

の
打

合
せ

（
委

員
室

／
1
6
：

3
0
）

 

 

1
1.
 
2
9 

金
 

5
8
 

4
1 

●
地

方
事
務

局
担
当

者
会
議

（
オ
ン

ラ
イ

ン
／
1
3：

0
0
）
 

 

1
2．

 
1 

日
 

5
6
 

3
9 

 
・

選
挙

人
名

簿
登
録

の
基
準

日
（
法

2
2
①

）
（
定

時
登
録

）
 

1
2.
 
 
5 

木
 

5
2
 

3
5 

●
報

道
機

関
担

当
者

会
議

（
1
0
0
1
会

議
室

／
1
3
：

3
0
）

 
 

1
2.
 
 
6 

金
 

5
1
 

3
4 

・
投

票
用

紙
の

原
版

作
成

 
 

2



  

月
 
日
 

曜
日
 

投
票

日

起
 

算
 

告
示

日

起
 
 
算

 
県

 
の

 
日

 程
 

市
 
町

 
村

 の
 
日

 程
 

1
2．

 
9 

月
 

4
8
 

3
1 

・
投

票
用

紙
の

印
刷

開
始

 

（
1
2
/
9
印

刷
、

1
0
カ

ウ
ン

ト
等

、
1
1
～

1
2
断

裁
等

、
1
3
箱

詰
め

、
1
7
発

送
）

 

 

1
2.
 
1
0 

火
 

4
7
 

3
0 

●
立

候
補

届
出

予
定

者
及

び
出

納
責

任
者

事
務

説
明

会
（

1
0
0
1
会

議
室

／
1
3
：

0
0
）

 
 

1
2.
 
1
1 

水
 

4
6
 

2
9 

●
確

認
団

体
事

務
説

明
会

（
1
0
0
1
会

議
室

／
1
0
：

3
0
）

 
 

1
2．

1
6 

月
 

4
1
 

2
4 

●
不

在
者

投
票

事
務

説
明

会
（

地
方

事
務

局
）
（

1
2
/
1
6
～

1
/
2
5
）

 

・
事

前
審

査
開

始
（

1
2
/
1
6
～

1
/
8
）

 

 

1
2．

1
7 

火
 

4
0
 

2
3 

・
投

票
用

紙
及

び
封

筒
等

の
発

送
 

・
投

票
用

紙
及

び
封

筒
等

の
受

領
 

1
2．

1
8 

水
 

3
9
 

2
2 

●
選

挙
管

理
委

員
会

（
委

員
室

／
1
4
：

0
0
）

 
 

1
2．

2
5 

水
 

3
2
 

1
5 

●
選

挙
管

理
委

員
会

（
1
0
0
1
会

議
室

／
1
4
：

3
0
）

 
 

1
．
 
7 

火
 

1
9
 

2 
 

・
不

在
者

投
票

の
投

票
用

紙
及

び
投

票
用

封
筒

の
郵

送
に

よ
る

交
付

開
始

（
令

5
3
①

）
 

1
．
 
8 

水
 

1
8
 

1 
●

立
候

補
届

出
受

付
リ

ハ
ー

サ
ル

（
県

庁
講

堂
／

1
5
：

3
0
）

 

・
選

挙
運

動
に

関
す

る
支

出
制

限
額

の
算

定
（

法
1
9
4
､
令

1
2
7
①

）
 

・
選

挙
人

名
簿

登
録

の
基

準
日

及
び

登
録

日
（

法
2
2
③

）
 

・
選

挙
人

名
簿

登
録

者
数

を
県

選
管

に
報

告
（

令
2
2
①

）
 

・
ポ

ス
タ

ー
掲

示
場

設
置

期
限

（
県

運
規

1
3
①

）
 

■
ポ

ス
タ
ー

掲
示
場

設
置
場

所
の
告

示
（

法
1
44

の
２

④
）
 

・
ポ

ス
タ
ー

掲
示
場

設
置
場

所
を
県

選
管

に
報

告
（

県
運
規

1
3
②

）
 

1
．

 
9 

木
 

1
7
 

0 
【

選
挙

期
日

の
告

示
】

 
１

 
予

め
行

う
告

示
 

 

■
選

挙
期

日
の

告
示

（
法

3
3
⑤

）
 

■
選

挙
長

及
び

同
職

務
代

理
者

の
住

所
氏

名
の

告
示

（
令

8
1
）

 

■
選

挙
運

動
に

関
す

る
支

出
金

額
の

制
限

額
の

告
示

（
法

1
9
6
）

 

■
政

見
放

送
の

日
時

を
定

め
る

く
じ

を
行

う
場

所
及

び
日

時
の

告
示

（
県

運
規

2
5
）

 

■
選

挙
公

報
の

掲
載

順
序

を
定

め
る

く
じ

を
行

う
場

所
及

び
日

時
の

告
示

（
県

運
規

6
2
）

 

□
選

挙
長

の
事

務
を

行
う

場
所

の
告

示
（

県
事

規
5
5
）

 

 
 １
 

告
示

 
 

■
（

共
通

）
投

票
所

及
び

期
日

前
投

票
所

の
投

票
管

理
者

及
び

同
職

務
代

理
者

の
住

所
氏

名
等

の
告

示
（

令
2
5
、

4
9
の

７
）

 

■
開

票
管

理
者

及
び

同
職

務
代

理
者

の
住

所
氏

名
の

告
示

（
令

6
8
）

 

■
期

日
前

投
票

所
の

告
示

（
法

4
8
の

２
⑥

、
4
1
①

）
 

■
不

在
者

投
票

に
使

用
す

る
投

票
用

紙
及

び
封

筒
を

交
付

す
る

場
所

並
び

に
不

在
者

投
票

を
 

 
行

う
場

所
の

告
示

 

■
（

共
通

）
投

票
所

、
期

日
前

投
票

所
及

び
不

在
者

投
票

所
に

掲
示

す
る

候
補

者
の

氏
名

等
掲

示
の

掲
載

順
序

の
く

じ
を

行
う

場
所

及
び

日
時

の
告

示
（

県
運

規
7
2
②

）
 

■
（

共
通
）

投
票
所

及
び
期

日
前
投

票
所

の
開

閉
時

刻
の
繰

上
げ
繰

下
げ
の

告
示

（
法

4
0
②

）
 

■
不

在
者
投

票
の
時

間
の
特

例
を
定

め
た

場
合

の
告

示
（
令

1
4
2
の

３
、
県

事
規

3
8
）
 

 
 

 
 

２
 

届
出

の
受

付
 

（
県

庁
講

堂
）

8
:
3
0
～

1
7
:
0
0
 

・
候

補
者

届
（

法
8
6
の

４
①

②
）
（

９
日

が
期

限
）

 

・
選

挙
事

務
所

設
置

届
（

法
1
3
0
②

）
 

・
出

納
責

任
者

選
任

届
（

法
1
8
0
③

）
 

・
選

挙
立

会
人

届
（

法
7
6
､
令

8
2
）

 

・
報

酬
支

給
者

届
（

法
1
9
7
の

２
⑤

､
令

1
2
9
⑧

）
 

・
選

挙
公

報
掲

載
申

請
（

法
1
6
8
①

）
（

８
日

が
期

限
）

 

・
選

挙
運

動
用

ビ
ラ

届
出

書
の

受
理

（
法

1
4
2
①

、
県

運
規

８
の

２
）

 

・
政

見
放

送
及

び
経

歴
放

送
の

申
込

（
放

送
規

程
５

④
､
６

①
､
放

取
規

程
４

①
）

 

（
９

日
が

期
限

）
 

２
 

選
挙

の
管

理
 

・
（

共
通

）
投

票
所

開
閉

時
刻

の
繰

上
げ

繰
下

げ
の

旨
を

当
該

投
票

管
理

者
へ

の
通

知
 

（
法

4
0
②

）
 

・
（

共
通

）
投

票
所

開
閉

時
刻

の
繰

上
げ

繰
下

げ
の

旨
を

県
選

管
に

届
出

（
法

4
0
②

）
 

・
選

挙
人
名

簿
異
議

申
出
期

限
（

法
2
4①

）
 

・
期

日
前

投
票

所
の

投
票

立
会

人
の

選
任

並
び

に
本

人
及

び
投

票
管

理
者

へ
の

通
知

の
期

限
 

（
法

4
8
の

２
⑤

、
3
8
①

､
令

4
9
の

７
、

2
7
）

 

・
公

営
施

設
使

用
個

人
演

説
会

等
の

開
催

申
出

の
受

付
開

始
（

法
1
6
3
）

 

・
選

挙
事

務
所

設
置

届
及

び
異

動
届

の
受

付
（

法
1
3
0
②

）
 

3



  

月
 
日
 

曜
日
 

投
票

日

起
 

算
 

告
示

日

起
 
 
算

 
県

 
の

 
日

 程
 

市
 
町

 
村

 の
 
日

 程
 

1
．

 
9
 

木
 

1
7
 

0 
３

 
物

品
の

交
付

 
 

・
新

聞
広

告
掲

載
証

明
書

及
び

新
聞

広
告

掲
載

承
諾

通
知

書
（

則
2
0
①

④
）

 

・
旅

客
運

賃
後

払
証

（
公

職
の

候
補

者
用

特
殊

乗
車

券
の

発
行

方
法

等
１

）
 

・
通

常
葉

書
使

用
証

明
書

（
公

職
選

挙
郵

便
規

則
２

①
）

 

・
通

常
葉

書
差

出
票

（
公

職
選

挙
郵

便
規

則
８

）
 

・
選

挙
事

務
所

標
札

（
法

1
3
1
③

､
県

運
規

５
①

）
 

・
街

頭
演

説
用

標
旗

（
法

1
6
4
の

５
③

､
県

運
規

5
3
）

 

・
選

挙
運

動
用

自
動

車
船

舶
及

び
拡

声
機

表
示

板
（

法
1
4
1
⑤

､
県

運
規

５
②

）
 

・
乗

車
用

腕
章

（
法

1
4
1
の

２
②

､
県

運
規

5
4
①

）
 

・
選

挙
運

動
用

腕
章

（
法

1
6
4
の

７
②

､
県

運
規

5
4
②

）
 

・
個

人
演

説
会

立
札

看
板

用
表

示
板

（
法

1
6
4
の

２
②

､
県

運
規

5
1
①

）
 

・
選

挙
運

動
用

ビ
ラ

証
紙

交
付

票
及

び
ビ

ラ
証

紙
（

法
1
4
2
⑦

、
県

運
規

８
の

３
、

８
の

４
）
 

 

 
 

 
 

４
 

公
営

関
係

 
 

・
有

償
契
約

届
出
の

受
理

（
則

1
7
の
４

）
、
確

認
申
請

書
の
受

理
（
則

1
7
の
５

①
）、

 

確
認

書
の
交

付
（
則

17
の

５
②

）
 

※
 

選
挙

運
動

用
自

動
車

、
選

挙
運
動
用

ビ
ラ

、
個

人
演

説
会

告
知
用

ポ
ス
タ
ー

及
び

選
挙

運
動

用
ポ

ス
タ
ー
 

 

 
 

 
 

５
 

確
認

団
体

 
 

・
確

認
申

請
の

受
付

及
び

確
認

書
の

交
付

（
法

2
0
1
の

９
③

､
令

1
2
9
の

４
②

､
県

運
規

8
4
）

 

・
自

動
車

表
示

板
の

交
付

（
法

2
0
1
の

1
1
③

､
県

運
規

8
5
②

）
 

・
ポ

ス
タ

ー
証

紙
交

付
票

及
び

証
紙

の
交

付
（

法
2
0
1
の

1
1
④

､
県

運
規

8
6
～

8
8
）

 

・
ビ

ラ
届

の
受

付
（

法
2
0
1
の

９
①

）
 

・
政

談
演

説
会

開
催

届
の

受
付

開
始

（
法

2
0
1
の

1
1
②

､
県

運
規

9
0
）

 

・
政

談
演

説
会

立
札

看
板

用
表

示
票

の
交

付
開

始
（

法
2
0
1
の

1
1
⑧

､
県

運
規

9
1
②

）
 

・
機

関
紙

誌
の

届
出

の
受

付
（

法
2
0
1
の

1
5
①

）
 

 

 
 

 
 

６
 

午
後

５
時

以
降

の
事

務
 

 

□
候

補
者

届
出

の
告

示
（

法
8
6
の

４
⑪

）
 

・
候

補
者

届
出

を
県

選
管

に
報

告
（

法
8
6
の

４
⑪

）
 

・
候

補
者

名
等

を
市

町
村

選
管

並
び

に
住

所
地

市
町

村
の

長
及

び
選

管
に

通
知

（
令

9
2
⑪

）
 

・
候

補
者

の
被

選
挙

権
の

有
無

の
照

会
（

県
事

規
6
2
）

 

・
政

見
放

送
通

知
書

を
日

本
放

送
協

会
及

び
基

幹
放

送
事

業
者

に
通

知
（

放
送

規
程

５
⑩

）
 

・
候

補
者

の
政

見
放

送
日

時
を

定
め

る
く

じ
執

行
（

専
決

）
（

委
員

室
／

1
7
：

1
0
）

 

（
放

送
規

程
1
4
①

）
 

・
政

見
放

送
の

日
時

決
定

（
専

決
）
（

放
送

規
程

1
2
①

､
1
3
）

 

・
各

候
補

者
の

政
見

放
送

の
日

時
を

日
本

放
送

協
会

及
び

基
幹

放
送

事
業

者
に

通
知

 

（
放

送
規

程
1
4
③

）
 

・
点

字
名

簿
作

成
開

始
依

頼
（

県
→

宮
城

県
視

覚
障

害
者

福
祉

協
会

）
 

３
 

午
後

５
時

以
降

の
事

務
 

 

・（
共

通
）
投

票
所

、
期

日
前

投
票
所
及

び
不

在
者

投
票
所

に
掲

示
す

る
候

補
者

の
氏

名
等

の
掲
示

の
掲

載
順
序

を
定
め

る
く
じ

執
行

（
法

1
7
5
③

）
 

1
.1
0 

金
 

1
6
 

1 
・

点
字

名
簿

（
期
日

前
投
票

用
）
の

発
送

（
宮

城
県

視
覚
障

害
者

福
祉

協
会

→
県

・
地

事
・

市
町
村

）
 

●
白

ば
ら

啓
発

隊
中

央
出

発
式

（
県

庁
講

堂
／

1
2
：

2
0
）

 

・
選

挙
公

報
掲

載
の

順
序

を
定

め
る

く
じ

執
行

（
専

決
）
（

委
員

室
／

1
7
：

1
0
）
（

法
1
6
9
⑥

）
 

・
選

挙
公

報
の

原
版

作
成

 

・
期

日
前

投
票

開
始

（
法

4
8
の

２
、

令
4
9
の

７
～

1
0
）

 

・
不

在
者

投
票

開
始

（
法

4
9
、

令
5
0
～

6
0
）

 

・
候

補
者

の
氏

名
等

を
投

票
管

理
者

及
び

開
票

管
理

者
に

通
知

（
令

9
2
⑪

）
 
 
 

・
期

日
前

投
票

所
及

び
不
在

者
投
票
記

載
所

で
の

候
補
者

氏
名
等

掲
示
開

始
（

法
1
7
5
②

）
 

1
．
1
1 

土
 

1
5
 

2 
 

・
点

字
名

簿
（
期

日
前
投

票
用

）
の

受
領

 

・
公

営
施

設
使

用
の

個
人

演
説

会
の

開
始

（
法

1
6
1
①

）
 
 

4



  

月
 
日
 

曜
日
 

投
票

日

起
 

算
 

告
示

日

起
 
 
算

 
県

 
の

 
日

 程
 

市
 
町

 
村

 の
 
日

 程
 

1
．
1
2 

日
 

1
4
 

3 
・

選
挙

公
報

の
印

刷
開

始
 

 

1
．
1
4 

火
 

1
2
 

5 
・

選
挙

公
報

の
発

送
 

・
点

字
名
簿

（
当
日

投
票
用

）
の
発

送
（

宮
城

県
視

覚
障
害

者
福

祉
協

会
→

県
・

地
事

・
市

町
村

）
 

・
選

挙
公

報
の

受
領

 

1
．
1
5 

水
 

1
1
 

6 
 

・
点

字
名
簿

（
当
日

投
票
用

）
の
受

領
 

1
．
1
6 

木
 

1
0
 

7 
●

第
１

回
シ

ス
テ

ム
運

用
リ

ハ
ー

サ
ル

（
1
4
：

0
0
）

 
●

第
１

回
シ

ス
テ

ム
運

用
リ

ハ
ー

サ
ル

 

1
．
1
9 

日
 

7 
1
0 

・
選

挙
啓

発
一

斉
白

ば
ら

デ
ー

 
・

選
挙

啓
発

一
斉

白
ば

ら
デ

ー
 

1
．
2
0 

月
 

6 
1
1 

●
市

町
村

投
開

票
及

び
速

報
事

務
打

合
会

（
オ

ン
ラ

イ
ン

／
1
3
：

3
0
）

 
 

1
．
2
1 

火
 

5 
1
2 

■
選

挙
会

の
場

所
及

び
日

時
の

告
示

（
法

7
8
）

 

□
届

出
の

あ
っ

た
選

挙
立

会
人

が
1
0

人
を

超
え

る
と

き
及

び
同

一
の

政
党

そ
の

他
の

政
治

団
 
 

体
に

属
す

る
者

の
届

出
に

よ
る

者
が

３
人

以
上

あ
る

場
合

の
く

じ
を

行
う

場
所

及
び

日
時

の

告
示

（
法

6
2
､
7
6
）

 

■
（

共
通

）
投

票
所

の
告

示
（

法
4
1
①

）
 

■
届

出
の

あ
っ

た
開

票
立

会
人

が
1
0
人

を
超

え
る

と
き

及
び

同
一

の
政

党
そ

の
他

の
政

治
団

体

に
属

す
る

者
の

届
出

に
よ

る
者

が
３

人
以

上
あ

る
場

合
の

く
じ

を
行

う
場

所
及

び
日

時
の

告

示
（

法
6
2
⑥

）
 

■
開

票
の

場
所

及
び

日
時

の
告

示
（

法
6
4
）

 

1
．
2
2 

水
 

4 
1
3 

●
第

２
回
シ

ス
テ
ム

運
用
リ

ハ
ー
サ

ル
（

10
：
0
0）

 
●

第
２

回
シ

ス
テ
ム

運
用
リ

ハ
ー
サ

ル
 

・
郵

便
に

よ
る

不
在

者
投

票
に

係
る

投
票

用
紙

・
投

票
用

封
筒

の
請

求
期

限
（

令
5
9
の

４
①

）
 

・
投

票
所

入
場

券
の

配
布

完
了

（
令

3
1
①

）
 

1
．
2
3 

木
 

3 
1
4 

・
選

挙
立

会
人

の
届

出
期

限
（

法
7
6
､
令

8
2
）

 

 

・
投

票
立

会
人

の
選

任
並

び
に

本
人

及
び

投
票

管
理

者
に

通
知

（
法

3
8
①

､
令

2
7
）

 

・
開

票
立

会
人

届
出

期
限

（
法

6
2
①

､
令

6
9
）

 

・
公

営
施

設
使

用
個

人
演

説
会

開
催

申
出

最
終

日
（

法
1
6
3
）

 

1
．
2
4 

金
 

2 
1
5 

●
委

員
長

談
話

発
表

（
県

庁
講

堂
／

1
5
：

0
0
）

 

●
投

開
票
速

報
リ
ハ

ー
サ
ル

（
県
庁

講
堂

／
1
5
：
1
0
）
 

・
届

出
の

あ
っ

た
選

挙
立

会
人

が
1
0
人

を
超

え
る

と
き

及
び

同
一

の
政

党
そ

の
他

の
政

治
団

体

に
属

す
る

者
の

届
出

に
よ

る
者

が
３

人
以

上
あ

る
場

合
の

く
じ

の
執

行
（

法
7
6
）

 

・
選

挙
立

会
人

の
補

充
選

任
及

び
通

知
（

法
7
6
､
6
2
）

 

 ●
投

開
票
速

報
リ
ハ

ー
サ
ル
 

・
選

挙
公

報
の

配
布

期
限

（
法

1
7
0
①

）
 

・
届

出
の

あ
っ

た
開

票
立

会
人

が
1
0
人

を
超

え
る

と
き

及
び

同
一

の
政

党
そ

の
他

の
政

治
団

体

に
属

す
る

者
の

届
出

に
よ

る
者

が
３

人
以

上
あ

る
場

合
の

く
じ

の
執

行
（

法
6
2
②

③
④

）
 

 
 

 
 

 
・

開
票

立
会

人
の

補
充

選
任

（
法

6
2
⑧

）
 

・
開

票
立

会
人

の
氏

名
等

を
開

票
管

理
者

に
通

知
（

令
7
0
の

２
①

）
 

1
．
2
5 

土
 

1 
1
6 

・
選

挙
運

動
最

終
日

（
法

1
2
9
）

 

・
（

共
通

）
投

票
所

の
入

口
か

ら
3
0
0
メ

ー
ト

ル
以

内
の

選
挙

事
務

所
の

閉
鎖

措
置

（
法

1
3
4
①

）
 

 

・
投

票
・

開
票

管
理

者
及

び
事

務
従

事
者

の
打

合
せ

 

・
選

挙
人

名
簿

を
投

票
管

理
者

に
送

付
（

令
2
8
）

 

・
投

票
所

の
設

備
完

了
（

県
事

規
2
6
①

）
 

・
期

日
前

投
票

最
終

日
（

法
4
8
の

２
、

令
4
9
の

７
～

1
0
）

 

・
期

日
前

投
票

の
投

票
箱

等
を

市
町

村
選

管
へ

送
致

（
法

4
8
の

２
⑤

、
5
5
①

）
 

・
不

在
者

投
票

最
終

日
（

法
4
9
､
令

5
0
～

6
0
）

 

・
不

在
者

投
票

調
書

の
作

成
、

投
票

管
理

者
へ

の
送

付
（

令
6
1
②

）
 

・
（

共
通

）
投

票
所

の
入

口
か

ら
3
0
0
メ

ー
ト

ル
以

内
の

選
挙

事
務

所
の

閉
鎖

措
置

（
法

1
3
4
①

）
 

1
．
2
6 

日
 

0 
1
7 

【
選

挙
期

日
】

 
投

・
開

票
速

報
 

 ・
投

票
及

び
開

票
 

・
投

・
開

票
速

報
 

1
．
2
7 

～
2
8 

月
 

火
 

1 2 

1
8 

1
9 

・
開

票
結

果
報

告
書

の
受

理
及

び
点

検
 

・
開

票
結

果
を

選
挙

長
に

報
告

（
法

6
6
③

､
令

7
4
）

 

1
．
2
9 

     

水
      

3      

2
0      

●
選

挙
会

（
1
0
0
2
会

議
室

／
1
1
：

0
0
）
（

法
8
0
）

 

●
選

挙
管

理
委

員
会

（
1
0
0
2
会

議
室

／
1
1
：

3
0
）

 

１
 

政
見

放
送
の

日
時
の

決
定
に

つ
い
て

の
専

決
処

分
の
承

認
 

２
 
選

挙
公

報
の

掲
載

順
序

の
く

じ
に

よ
る

決
定

に
つ

い
て

の
専

決
処

分
の

報
告

 

３
 

選
挙

長
か

ら
の

報
告

を
受

け
当

選
人

に
告

知
（

法
1
0
1
の

３
①

②
）

 

４
 

当
選

証
書

の
付

与
（

1
0
0
1
会

議
室

／
1
1
：

4
0
）
（

法
1
0
5
①

）
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月
 
日
 

曜
日
 

投
票

日

起
 

算
 

告
示

日

起
 
 
算

 
県

 
の

 
日

 程
 

市
 
町

 
村

 の
 
日

 程
 

1
．
2
9 

水
 

3 
2
0 

■
当

選
人

の
住

所
及

び
氏

名
の

告
示

（
法

1
0
1
の

３
②

）
 

1
．
2
9 

水
 

3 
2
0 

・
総

務
大

臣
に

対
し

当
選

に
関

す
る

報
告

（
法

1
0
8
①

）
 

 

2
．
1
0 

月
 

1
5
 

3
2 

・
選

挙
運

動
収

支
報

告
書

の
提

出
期

限
（

法
1
8
9
①

）
 

 

 
 

 
 

（
選

挙
の
効

力
に
関

す
る
異

議
申
出

期
間

終
了

（
法

2
02

①
、

2
70

の
３

）
）
 

 

2
．
1
2 

水
 

1
7
 

3
4 

（
当

選
の
効

力
に
関

す
る
異

議
申
出

期
間

終
了

（
法

2
06

①
、

2
70

の
３

）
）
 

 

2
．
1
3 

木
 

1
8
 

3
5 

・
供

託
物
返

還
請
求

開
始
（

令
93

②
）
 

 

３
月
 

 
 

 
■

選
挙

運
動

に
関
す

る
収
入

及
び
支

出
の

報
告

書
の

要
旨
（

法
19

2①
）
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３ 選挙執行に関する県告示 

 

  選挙管理委員会告示  

○山形県知事選挙における選挙人名簿登録の基準日 ················· （令和６年11月15日） 

○山形県知事選挙における候補者が政見放送を行うことができる 

基幹放送事業者及び当該基幹放送事業者の放送設備により行う 

ことができる政見放送の回数 ··································· （    同   ） 

○山形県知事選挙の期日 ········································· （令和７年１月９日） 

○山形県知事選挙における選挙長及び選挙長の職務を代理すべき 

者の住所及び氏名 ············································· （    同   ） 

○山形県知事選挙における選挙運動に関する支出金額の制限額 ······· （    同   ） 

○山形県知事選挙における各候補者の政見放送の日時を定めるく 

じを行う場所及び日時 ········································· （    同   ） 

○山形県知事選挙における選挙公報の掲載順序を定めるくじを行 

 う場所及び日時 ··············································· （    同   ） 

○山形県知事選挙における選挙会の場所及び日時 ··················· （  同  １月21日） 

○山形県知事選挙において当選人となった者の住所及び氏名 ········· （  同  １月29日） 

○令和７年１月26日執行の山形県知事選挙における候補者の選挙 

運動に関する収支報告書の要旨 ································· （  同  ３月25日） 

 

 選挙長告示      

○山形県知事選挙における選挙長の事務を行う場所 ················· （令和７年１月９日） 

○山形県知事選挙における候補者の届出 ··························· （    同   ） 
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